
長府駅長府駅

長府小学校

長浜上第１踏切
※開放して車両通行可能となります。

至 下関駅

至 小月

下関競艇場下関競艇場
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線
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療
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せ

月　日 時　間 会　　場 場　　所

7月1日（火） 10：30～12：00
13：00～15：00 川棚公民館 1階ロビー

7月2日（水）
10：30～12：00 室津公民館 正面玄関

13：30～15：00 豊浦勤労青少年ホーム 1階ロビー

7月3日（木）
10：30～12：00 豊浦ふれあいセンター 正面玄関
13：30～15：00 小串公民館 正面玄関

7月4日（金）   9：00～12：00
13：00～16：00 下関市計量検査場 大型計量検査場

7月7日（月）
10：30～12：00 山口県漁協 矢玉支店 せり場
13：30～15：00 山口県漁協 和久支店 正面玄関

7月8日（火）
  9：15～10：15 安岡公民館 正面玄関
11：00～12：00 彦島公民館 駐車場側玄関
13：30～15：30 長府公民館 支所正面玄関

7月9日（水）
10：30～12：00 角島漁協 角島漁村センター
13：30～15：00 粟野公民館 正面玄関

7月10日（木）
10：30～12：00 山口県漁協 阿川支店 漁協前
13：30～15：00 菊川ふれあい会館 女性室

7月11日（金）10：30～12：00
13：00～15：00

豊田農村勤労福祉
センター 1階ロビー

7月14日（月）10：30～12：00
13：00～15：00 豊田保健福祉センター 1階ロビー

7月15日（火）10：30～12：00 下関市役所
豊北総合支所 1階ロビー

「
し
も
の
せ
き
元
気
ア
ッ
プ
」事
業
抽

選
で
景
品
と
協
賛
品
が
当
た
る
！

　
下
関
商
工
会
議
所
で
は「
や
っ
ぱ
り
地

元
・
大
好
き
！
下
関
運
動
」の
一
環
と

し
て
地
域
経
済
活
性
化
の
た
め「
し
も

の
せ
き
元
気
ア
ッ
プ
」事
業
を
実
施
中
で

す
。
ポ
ス
タ
ー
＆
ス
テ
ッ
カ
ー
が
表
示

し
て
あ
る
加
盟
店
で
買
い
物
や
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
受
け
た
際
、
500
円
ご
と
に

も
ら
え
る
シ
ー
ル
を
20
枚
集
め
て
専
用

台
紙
に
貼
っ
て
応
募
す
る
と
、
抽
選
で

1
1
7
3
人
に
５
０
０
０
円
～
10
万
円

相
当
の
景
品
か
、
企
業
か
ら
の
協
賛
品

が
当
た
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に「
し
も
の

せ
き
元
気
ア
ッ
プ
」事
業
の
加
盟
店
で
買

い
物
を
し
ま
し
ょ
う
。

期
８
月
31
日（
日
）ま
で　
▽
応
募
期
間

＝
９
月
５
日（
金
）ま
で　
※
詳
細
は
下

関
商
工
会
議
所（
☎
222−

３
３
３
３
）へ

問
商
工
振
興
課（
☎
231−

１
２
２
０
）

長
浜
上
第
１
踏
切
通
行
規
制

解
除
の
お
知
ら
せ

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
し
た

市
道
長
府
才
川
町
11
号
線
交
通
安
全
施

設
等
整
備（
浸
水
対
策
）工
事
に
伴
う
車

両
全
面
通
行
止
め（
長
浜
上
第
１
踏
切
）

に
つ
い
て
、
７
月
１
日（
火
）よ
り
全
面

開
放
し
、
車
両
通
行
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
工
事
期
間
中
は
、
ご
協
力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

場
長
浜
上
第
１
踏
切（
長
府
才
川
二
丁
目
）

問
河
川
課（
☎
231−

１
１
７
１
）

地
域
資
源
活
用
促
進
事
業
費

補
助
金
制
度

　
県
の
指
定
し
た
地
域
資

源
を
活
用
し
て
新
商
品
・

新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
や
販

路
開
拓
な
ど
に
取
り
組
む
中
小
企
業
者

（
市
内
に
本
店
か
主
た
る
事
業
所
を
有
し

市
税
に
滞
納
が
な
い
者
に
限
る
）に
対
し
、

そ
れ
ら
に
係
る
経
費
を
上
限
50
万
円
と

し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
※
補
助

金
の
交
付
申
請
は
、
必
ず
事
前
に
商
工

振
興
課
工
業
係
ま
で
相
談
を

申
８
月
８
日（
金
／
消
印
有
効
）ま
で
に
、

申
請
書
に
必
要
資
料
を
添
付
し
て
、
商

工
振
興
課（
〒
750−

０
０
０
９
市
内
上
田

中
町
一
丁
目
16
番
３
号
）へ
。
※
申
請

書
は
商
工
振
興
課
で
配
布
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可　

問
商
工
振
興
課（
☎
232−

７
２
１
４
）

市
民
プ
ー
ル
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

期
７
月
13
日
～
８
月
31
日

午
前
９
時
30
分
～
午
後
６

時
30
分　
料
一
般
250
円
、

高
校
生
200
円
、
小
・
中
学

生
100
円
、
幼
児
・
70
歳
以
上（
市
民
）無
料

場
問
市
民
プ
ー
ル（
☎
248−

３
１
０
０
）

夏
の
交
通
安
全
県
民
運
動

期
７
月
９
日
～
18
日　
内

運
動
の
重
点　
▽
子
ど
も

と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防

止　
▽
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン

の
推
進　
▽
飲
酒
運
転
の
根
絶　
▽
自

転
車
の
安
全
利
用
の
推
進　
▽
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
な
ど
の
着
用
の
徹
底

問
防
災
安
全
課（
☎
231−

９
３
３
３
）

は
か
り
の
定
期
検
査

　
計
量
法
に
基
づ
き
、
取

引
・
証
明
な
ど
に
使
用
す

る
は
か
り
は
、
２
年
に
１

回
、
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
７
月
は
主
に
学

校
関
係
と
旧
豊
浦
郡
の
移
動
で
き
る
は

か
り
の
検
査
を
行
い
ま
す
。
検
査
日
程

や
会
場
は
右
表
の
通
り
で
す
。

料
検
査
手
数
料　
▽
能
力
100
㌔
以
下
＝

500
円　
▽
能
力
250
㌔
以
下
＝
900
円　
▽

分
銅
・
お
も
り
＝
１
個
10
円　
▽
電
気

式
・
光
電
式（
100
㌔
以
下
）＝
１
４
０
０
円

問
商
工
振
興
課（
☎
232−

７
２
１
４
）

野
外
活
動
用
具
を

無
料
で
貸
し
出
し
ま
す

対
青
少
年
団
体　
期
７
月
１
日
～
９
月

30
日　
場
貸
し
出
し
場
所
＝
青
年
の
家

内
貸
出
物
品
＝
宿
泊
用
テ
ン
ト
、
飯
盒
、

お
椀
な
ど

申
問
青
年
の
家（
☎
223−

０
５
２
１
）

満
珠
荘
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
季
節
限
定
ラ
ン
チ「
海
光
膳
」

期
７
月
１
日
～
９
月
10
日　
▽
レ
ス
ト

ラ
ン
営
業
時
間
＝
午
前
11
時
30
分
～
午

後
２
時　
内
地
産
地
消
の
お
薦
め
ラ
ン

チ
メ
ニ
ュ
ー　
料
１
６
５
０
円　
※
１

日
限
定
30
食

●
入
浴
お
食
事
セ
ッ
ト

日
平
成
27
年
３
月
31
日（
火
）ま
で　
内

昼
食（
１
６
５
０
円
以
上
）に
日
帰
り
入
浴

（
半
額
）が
付
い
た
お
得
な
セ
ッ
ト
券
を

販
売
中　
▽
入
浴
時
間
＝
午
前
９
時
～

午
後
10
時（
毎
週
火
・
水
曜
日
は
午
後

１
時
か
ら
）

問
満
珠
荘（
☎
222−

１
１
２
６
）

や
ま
ぐ
ち
地
域
就
職
説
明
会

　
正
規
雇
用
を
目
指
す
求
職

者
と
人
材
の
採
用
に
積
極
的

な
企
業
に
、
地
域
に
密
着
し

た
出
会
い
の
場
を
提
供
し
ま

す
。
県
内
に
事
業
所
が
あ
る
企
業
15
～

30
社
程
度
が
参
加
し
ま
す
。

対
現
在
求
職
中
の
方（
学
生
は
除
く
）

日
７
月
17
日（
木
）午
後
１
時
30
分
～
４

「
青
少
年
に
愛
の
ひ
と
声
を
」

　
７
月
は
青
少
年
の
非
行
・
被
害

防
止
全
国
強
調
月
間
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
の
普
及

で
青
少
年
が
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
を
被
害
か
ら
守
り
、
青
少
年
に

よ
る
非
行
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
に
は
社
会
全
体
で
取
り
組
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん

の
温
か
い
見
守
り
と
、
愛
の
ひ
と

声
の
実
践
を
お
願
い
し
ま
す
。

   

下
関
市
青
少
年
健
全
育
成
市
民
会
議

会
長　
中
尾
友
昭

問
生
涯
学
習
課（
☎
231−

７
９
６
８
）
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下関郵便局

下関地方
合同庁舎

下関市民会館

下関港国際
ターミナル

シーモール
下関

一般県道
南風泊港線

Ｊ
Ｒ
下
関
駅

下関駅北自転車駐車場

竹崎
公園

自転車等放置
禁止区域

自転車等放置
抑制区域

自転車等放置
抑制区域

自
転
車
等
放
置

抑
制
区
域

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

マークの見方 F…対象　F…日時　F…期間　F…場所　F…内容　F…講師　F…定員
F…参加費など　F…持参する物　F…申込方法　F…共通事項　F…問合先

お
知
ら
せ

時　
場
海
峡
メ
ッ
セ
下
関（
豊
前
田
町
三

丁
目
）

問
山
口
県
若
者
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
083−

976−

１
１
４
５
）

下
関
駅
周
辺
に
自
転
車
等
放
置
禁
止
区

域
・
放
置
抑
制
区
域
を
指
定
し
ま
し
た

　
下
関
市
自
転
車
等
の
放
置

防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ

き
、
平
成
26
年
６
月
２
日
に

Ｊ
Ｒ
下
関
駅
周
辺
に「
自
転

車
等
放
置
禁
止
区
域
」「
自
転
車
等
放
置

抑
制
区
域
」を
指
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
26
年
10
月
１
日
か
ら
、
道
路
な

ど
の
公
共
の
場
所
に
放
置
さ
れ
た
自
転

車
や
原
動
機
付
自
転
車
は
、
市
が
定
期

的
に
撤
去
し
、
保
管
し
ま
す
。
自
転
車

を
利
用
す
る
と
き
は
駐
輪
場
に
止
め
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
交
通
対
策
課（
☎
231−

１
９
０
９
）

本
庁
舎
の
整
備
に
伴
う
市
民
部

執
務
室
の
移
転
に
つ
い
て

　
本
庁
舎
新
館
の
整
備

に
伴
い
、
現
在
市
役
所

本
庁
舎
本
館
７
階
に
あ

る
執
務
場
所
を
６
月
30
日（
月
）か
ら
次

の
通
り
、
移
転
し
ま
し
た
。

▽
市
民
部
長
室
＝
本
庁
舎
新
館
４
階
へ

▽
市
民
相
談
所
＝
本
庁
舎
新
館
５
階
へ

▽
市
民
文
化
課
＝
本
庁
舎
新
館
４
階
へ

▽
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
＝
本
庁
舎

新
館
４
階
へ

問
市
民
文
化
課（
☎
231−

1
8
3
0
）

「
Ｃク

ー

ル

Ｏ
Ｏ
Ｌ
し
も
の
せ
き 

ラ
ン
チ
」を

提
供
し
ま
す
！

　
地
球
温
暖
化
対
策
・
節
電
の
た
め
、

室
温
28
度
で
も
な
る
べ
く
快
適
に
執
務

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
元
産

の
食
材
を
使
用
し
た（
地
産
地
消
）冷
た

い
食
事
で
体
を
冷
や
す「
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ 

し

も
の
せ
き 

ラ
ン
チ
」を
提
供
し
ま
す
。

期
７
月
７
日
～
８
月
８
日　
場
市
役
所

本
庁
舎
本
館
地
下
食
堂（
有
限
会
社
お

お
い
し
）

問
環
境
政
策
課（
☎
252−
７
１
１
５
）

７
月
の
献
血

●
5
日（
土
）＝
午
前
10

時
～
正
午
、
午
後
1
時

15
分
～
4
時
／
ゆ
め
シ

テ
ィ

●
23
日（
水
）＝
午
前
9
時
30
分
～
11
時

30
分
／
下
関
市
商
工
会　
豊
浦
町
支
所

●
24
日（
木
）＝
午
前
10
時
～
午
後
0
時

30
分
、
午
後
1
時
30
分
～
4
時
／
豊
北

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
29
日（
火
）＝
午
前
9
時
30
分
～
11
時

30
分
／
菊
川
保
健
セ
ン
タ
ー

※
全
日
程
400
㍉
㍑
献
血
限
定

問
保
健
総
務
課（
☎
231−

１
４
２
６
）

２つの給付金についてお知らせします 問臨時福祉給付金室（☎231-1208）
　平成26年4月からの消費税率の引き上げに際
し、所得の低い方や子育て世帯の負担を緩和する
ため、臨時的な措置として給付金が支給されます。
◆臨時福祉給付金◆

◆手続きに関するお問い合わせ◆

●臨時福祉給付金室コールセンター 
☎231-1555
期7月17日～8月22日　午前9時～午後8時

（土・日曜日、祝日を含む）※8月25日以降は
午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日は除く）

●市役所本庁舎本館１階ロビー 
期7月19日～8月22日（土・日曜日、祝日含む）

▽開設時間＝午前9時～午後5時

◆子育て世帯臨時特例給付金◆

●支給対象者＝原則、平成26年1月1日に下関市に住民票
があり、平成26年度分市民税（均等割）が課税されない方 
※自身を扶養している方が課税される場合や、生活保護制
度の被保護者となっている場合などは対象外　
●支給額＝1万円（対象者1人）※対象者で次のいずれかに
該当する方は5,000円加算　①老齢基礎年金、障害基礎年
金、遺族基礎年金などの受給者　②児童扶養手当、特別障
害者手当などの受給者など
●申請方法＝郵送申請　※支給対象となる可能性がある方
へ平成26年度市民税・県民税のお知らせと併せて申請案
内を送付　※支給対象でない方にも申請案内が届く場合あ
り　※申請者には審査後、支給・不支給の決定通知を送付
●申請期間＝7月22日～10月22日（消印有効）
●受取方法＝口座振込（原則）※現金給付は振込口座が無い
などの特別な事情がある場合に限る

●支給対象者＝原則、平成26年1月1日に下関市に住
民票があり、次のどちらの要件も満たす方　①平成
26年1月分の児童手当・特例給付を受給　②平成25年
の所得が児童手当の所得制限限度額未満
●対象児童＝平成26年1月分の児童手当・特例給付の
対象となる児童　※平成26年1月2日以降に生まれた
児童、臨時福祉給付金の対象となる児童、生活保護制
度の被保護者にあたる児童は対象外
●支給額＝1万円（対象児童1人）
●申請方法＝郵送申請　※平成26年1月分の児童手
当・特例給付の受給者に申請案内を郵送　※支給対象
でない方にも申請案内が届く場合あり　※申請者には
審査後、支給・不支給の決定通知書を送付
●申請期間＝7月22日～10月22日（消印有効）
●受取方法＝口座振込（原則）
●公務員で対象となる方＝市から案内文書などはなし。
勤務先から申請書と公務員児童手当受給状況証明書が
配付されるため、記入・押印のうえ申請期間内に申請を。

●各総合支所、本庁管内12支所
期7月22日以降（土・日曜日、祝日は除く）

▽開設時間＝午前9時～午後5時

▽休日特別開設日＝7月26・27日　
※申請案内が届かない方でも申請対象
に該当すると思われる方には、相談窓
口で申請書を配布します

◆制度に関するお問い合わせ◆

▽ 厚生労働省の専用ダイヤル＝☎0570- 
037-192／午前9時～午後6時（平日のみ）

◆振り込め詐欺に
　ご注意ください◆

　市役所や厚生労働省な
どがＡＴＭ（現金自動預
払機）の操作をお願いす
ることや、支給の手数料
などの振り込みを求める
ことは絶対にありません
ので、注意してください。
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